
物品等の名称及び
数量

徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫土砂受入業務

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

支出負担行為担当官中国地方整備局副局長　吉田　敏晴
国土交通省中国地方整備局
広島市中区東白島町１４番１５号

契約締結日 令和8年4月1日

契約の相手方の
氏名及び住所

秋穂石材（株）
山口県山口市秋穂東７６４番地１

　契約金額
（消費税額及び地
方消費税含む）

受入浚渫土砂1m3あたり　４，０７０円

　予定価格
（消費税額及び地
方消費税含む）

受入浚渫土砂1m3あたり　４，０７０円

随意契約によるこ
ととした理由

　本業務は、徳山下松港新南陽地区航路・泊地（－１２ｍ）
浚渫工事において発生する浚渫土砂の揚土及び受入を行うも
のである。
　本工事施工箇所周辺においては、浚渫土砂の受入が可能な
直轄土砂処分場及び公共土砂処分場が存在しないことから、
民間の土砂受入施設を対象とする。
　また、工事を最も効率的に施工できる処分場を選択するこ
とが適当であるが、少なくとも、土砂を運搬する土運船の制
約から本工事施工箇所からの海上距離が４５km 以内に位置す
ること及び令和８年度の計画浚渫土量約１１９，３３３m3 を
受入れできる必要がある。
　海上距離４５ｋｍ以内に位置する計画浚渫土量を受入可能
な処分場を調査したところ、これを満足するものは、１施設
（「日地山土砂処分場」（山口市秋穂東字日地４９９番１０
外））のみであった。
　以上のことから、当該処分場が工事を最も効率的に施工で
きる唯一の施設であり、会計法第２９条の３第４項に規定さ
れている「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該
当することから、「日地山土砂処分場」を所有、管理する秋
穂石材(株)と随意契約を締結するものである。

備　 　考
契約期間：令和８年４月１日～令和８年１１月３０日
単価契約
予定調達総額　：　４８５，６８５，３１０円

随意契約結果書


